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被災ハウス栽培復旧事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 知事は、平成２６年２月１４日から１５日にかけての大雪で被害を受けた農家の経営安定を図

るとともに、ハウス産地の持続ある生産を実現するため、農業協同組合等が行う低コスト耐候性ハウ

ス施設の整備に対して支援を行うため、強い農業づくり交付金実施要綱（平成１７年４月１日付け１

６生産第８２６０号農林水産事務次官依命通知）、強い農業づくり交付金実施要領（平成１７年４月

１日付け１６生産第８２６２号農林水産省大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通

知）及び強い農業づくり交付金対象事業事務及び交付対象事業費の取り扱いについて（平成１７年４

月１日付け１６生産第８２６３号農林水産省生産局長、総合食料局長、経営局長通知）並びに被災ハ

ウス栽培復旧事業実施要領（平成２６年３月１１日付け果食第１７４４号）等に基づいて、別表の事

業実施主体（以下「事業実施主体」という。）が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規

則第２５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象等）  

第２条 知事は、事業実施主体が行う前条に規定する事業に対し、市町村が補助する事業

（以下「補助事業」という。）に要する経費について、市町村に交付するものとし、交

付対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。  

 

（補助金の交付申請）  

第３条 補助金の交付を受けようとする市町村長は、補助金交付申請書（様式第１号）を

知事が別に定める期日までに提出するものとする。  

２ 前項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体について当該補助金の仕入れに係

る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が

あり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合

にあっては、この限りでない。  

 

（補助金の交付決定）  

第４条 知事は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の精査等を行い、

補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い市町村長に通知する

ものとする。  

 

（補助金の交付条件）  

第５条 補助金の交付条件は規則第６条の規定によるもののほか、次に掲げるものとする。 

一 市町村長は補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ変

更承認申請書（様式第２号）を提出して知事の承認を受けるものとする。ただし、別表



の重要な変更の欄に掲げる以外の変更において、補助目的の達成に支障をきたすことな

く、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更であって、補助金額の

増額を伴わないものについてはこの限りではない。  

二 市町村長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ中止（廃

止）承認申請書（様式第３号）を提出して知事の承認を受けるものとする。  

三 事業実施主体は、この事業により取得した財産等について、管理規定を定め、財産管

理台帳（様式第４号）を整備し、善良なる管理のもとに管理し、効率的な運用を図るも

のとする。  

 

（工事の着手及びしゅん工報告等）  

第６条 市町村長は、事業実施主体が工事に着手し、又は工事が完了したときは、速やか

に着手（しゅん工）報告書（様式第５号）を知事に提出するものとする。  

 

（状況報告）  

第７条 市町村長は、規則第１０条の規定により、補助金の交付を決定した年度の１２月

３１日現在の状況について、遂行状況報告書（様式第６号）により当該年度の１月１０

日までに知事に報告するものとする。  

 

（補助金の交付）  

第８条 補助金の交付は、事業完了後、額の確定の上、精算払いとする。ただし知事が必

要と認める場合は、概算払いにより交付することができるものとする。  

２ 市町村長は、前項の規定により概算払いを受けようとする場合は、概算払請求書（様

式第７号）を知事に提出するものとする。  

 

（実績報告）  

第９条 市町村長は、事業が完了したとき又は事業の廃止の承認を受けたときは、実績報

告書（様式第８号）により、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して

１箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか

早い期日までに提出するものとする。  

２ 第３条第２項のただし書により交付の申請をした市町村長は、前項の実績報告書を提

出するに当たって、第３条第２項のただし書に該当した事業実施主体において当該補助

金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額

して報告しなければならない。  

３ 第３条第２項のただし書により交付の申請をした市町村長は、第１項の実績報告書を

提出した後において、事業実施主体が行う消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減

額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を、仕入

れに係る消費税等相当額報告書（様式第９号）により速やかに知事に報告するとともに、

知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。  

 

（補助金の額の確定） 

第10条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る実績報告を受けたときは、当該報告に係る事業の成果



が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付するべき補助金の額を確定し、市町村長に通知するものとする。 

 

（処分の制限）  

第11条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）等の制限を受けるものと

する。  

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２

５５号）第１３条第４号の規定に基づく財産は、１件当たりの取得価格が５０万円以上

の機械及び器具とする。  

 

（書類の保管）  

第12条 補助金の交付を受けた市町村及び事業実施主体は、この補助金に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、

補助事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならない。ただ

し、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で農林畜水産業関係補助金等交付

規則（昭和３１年４月３０日農林省令第１８号）に規定する処分制限期間が５年を超え

るものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管しなければならない。  

 

（書類の提出）  

第13条 本要綱により提出する書類は、正副２部とし、農務事務所を経由し、知事に提出

するものとする。  

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年３月３１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付決定された補助金については、当該要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 

 

 


